
平成３０年度の１人当たり保険料（税）の 
仮の算定結果（市町村別） 

【留意事項】 
 

・この算定は、国の依頼に基づき平成２９年１１月に行ったもので、 
 算定に用いた係数は、国から「予算編成上の参考値」として示され 
 たものです。 
 

・平成３０年度の数値は新制度を当てはめて算出したもの、平成２９ 
 年度の数値は一定の仮定により算出したものであり、いずれも実際 
 に各市町村において賦課される保険料（税）額とは異なります。 



算定に当たっての主な条件等 ① 

○下記のほか、国の示す算定式、係数を用いています。 
 
○年齢調整後の医療費指数を反映する係数αは「1」です。 
 
○応能分による割合を調整する所得係数は、原則通りβ（国の示す係数）を使用
しています。 

 
○医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の全てにおいて、納付金算定
基礎額の配分方式と市町村標準保険料率の算定方式は、ともに3方式（所得割、
均等割、平等割）です。 

 
○医療分において、平成２９年度から平成３０年度の医療給付費の被保険者 
 １人当たりの伸び率は、過去の市町村ごとの医療給付費の伸び率等を踏まえ
３．１９％としています。 

 なお、平成３０年度における診療報酬改定は見込んでいません。 
 
○１人当たり保険料（税）額の算定に用いる標準的な収納率は、市町村別の直
近３ヶ年（平成２６～２８年度）平均の実績値です。 

 
○賦課限度額は、平成２９年度における政令上の額としています。 



算定に当たっての主な条件等 ② 

○保険料が急激に上昇することのないよう、激変緩和措置を講じています。 
 
○激変緩和措置の丈比べは、被保険者1人当たり納付金額ベースで行っていま 
 す。 
 
○激変緩和措置の対象は、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合
計で、平成２８年度に対し平成３０年度の当該合計の伸び率が一定割合を超
過する市町村です。 

 
○一定割合は、平成２８年度から平成３０年度の被保険者１人当たり納付金額
ベースでの増加割合（自然増）見込みに１年当たり０．５％を加算した値
（４．５３％（単年度換算では２．２４％））です。 

  ※医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計の納付金額ベース 
   の率であり、医療給付費の伸び率とは異なります。 



１人当たり保険料（税）額の算定結果

【仮係数による算定（平成29年11月）】
（単位：円、％）

平成30年度 平成29年度 増減額 増減率

（参考） （参考） （参考）

岐阜市 126,985 118,930 124,845 2,140 ▲ 5,915 1.71 ▲ 4.74
大垣市 123,717 116,348 120,605 3,112 ▲ 4,257 2.58 ▲ 3.53
高山市 125,245 118,061 123,723 1,522 ▲ 5,662 1.23 ▲ 4.58

多治見市 109,679 102,792 107,068 2,611 ▲ 4,276 2.44 ▲ 3.99
関市 111,005 103,540 114,111 ▲ 3,106 ▲ 10,571 ▲ 2.72 ▲ 9.26

中津川市 107,125 100,482 104,705 2,420 ▲ 4,223 2.31 ▲ 4.03
美濃市 123,239 115,823 124,116 ▲ 877 ▲ 8,293 ▲ 0.71 ▲ 6.68
瑞浪市 114,892 107,908 113,911 981 ▲ 6,003 0.86 ▲ 5.27
羽島市 117,562 110,089 116,534 1,028 ▲ 6,445 0.88 ▲ 5.53
恵那市 107,173 100,493 105,305 1,868 ▲ 4,812 1.77 ▲ 4.57

美濃加茂市 114,036 106,704 120,902 ▲ 6,866 ▲ 14,198 ▲ 5.68 ▲ 11.74
土岐市 111,207 104,690 111,618 ▲ 411 ▲ 6,928 ▲ 0.37 ▲ 6.21

各務原市 121,627 114,179 117,306 4,321 ▲ 3,127 3.68 ▲ 2.67 ・
可児市 114,439 107,315 112,642 1,797 ▲ 5,327 1.60 ▲ 4.73
山県市 112,354 105,211 112,722 ▲ 368 ▲ 7,511 ▲ 0.33 ▲ 6.66
瑞穂市 119,891 112,580 116,544 3,347 ▲ 3,964 2.87 ▲ 3.40
飛騨市 99,125 92,840 101,577 ▲ 2,452 ▲ 8,737 ▲ 2.41 ▲ 8.60
本巣市 110,610 103,593 107,133 3,477 ▲ 3,540 3.25 ▲ 3.30
郡上市 116,887 109,470 118,977 ▲ 2,090 ▲ 9,507 ▲ 1.76 ▲ 7.99 ・
下呂市 114,382 107,205 114,363 19 ▲ 7,158 0.02 ▲ 6.26
海津市 117,691 110,260 113,787 3,904 ▲ 3,527 3.43 ▲ 3.10
岐南町 126,649 118,569 131,244 ▲ 4,595 ▲ 12,675 ▲ 3.50 ▲ 9.66
笠松町 124,112 115,617 122,937 1,175 ▲ 7,320 0.96 ▲ 5.95 ・
養老町 91,288 83,949 90,264 1,024 ▲ 6,315 1.13 ▲ 7.00
垂井町 106,326 99,417 105,743 583 ▲ 6,326 0.55 ▲ 5.98

関ケ原町 102,150 95,090 103,646 ▲ 1,496 ▲ 8,556 ▲ 1.44 ▲ 8.26
神戸町 111,740 104,880 110,491 1,249 ▲ 5,611 1.13 ▲ 5.08 ①

輪之内町 116,146 108,905 113,097 3,049 ▲ 4,192 2.70 ▲ 3.71
安八町 109,446 102,680 107,677 1,769 ▲ 4,997 1.64 ▲ 4.64

揖斐川町 107,705 100,946 106,233 1,472 ▲ 5,287 1.39 ▲ 4.98 ②
大野町 113,676 106,864 113,566 110 ▲ 6,702 0.10 ▲ 5.90
池田町 99,482 93,156 100,789 ▲ 1,307 ▲ 7,633 ▲ 1.30 ▲ 7.57
北方町 109,250 101,428 107,407 1,843 ▲ 5,979 1.72 ▲ 5.57 α＝１：医療費水準の格差を完全に反映
坂祝町 93,416 86,626 89,055 4,361 ▲ 2,429 4.90 ▲ 2.73
富加町 106,267 99,287 107,230 ▲ 963 ▲ 7,943 ▲ 0.90 ▲ 7.41 β：国の示す値
川辺町 90,318 83,544 88,095 2,223 ▲ 4,551 2.52 ▲ 5.17 　※β…応能と応益の割合を調整する係数
七宗町 80,464 73,990 78,953 1,511 ▲ 4,963 1.91 ▲ 6.29 　　　　　（国の示す値 1.0644494118019(医療分)等）

八百津町 117,084 109,884 118,143 ▲ 1,059 ▲ 8,259 ▲ 0.90 ▲ 6.99
白川町 107,806 101,123 113,708 ▲ 5,902 ▲ 12,585 ▲ 5.19 ▲ 11.07 収納率：市町村ごとの直近過去３ヶ年の平均値

東白川村 148,227 140,125 142,435 5,792 ▲ 2,310 4.07 ▲ 1.62
御嵩町 105,633 98,350 104,752 881 ▲ 6,402 0.84 ▲ 6.11
白川村 112,260 103,575 105,867 6,393 ▲ 2,292 6.04 ▲ 2.17

単純平均 111,865 104,679 111,044 821 ▲ 6,365 0.74 ▲ 5.73

市町村名
本資料は、各市町村の被保険者１人当たりの保険料総額（医療
給付費分、後期高齢者医療制度支援金分、介護保険納付金分の
合計）を算定したものである。

被保険者１人当たりの医療給付費の伸び率は、３．１９％。
被保険者１人当たりの保険料（税）額の増減率は、単純平均
ベースで０．７４％。

激変緩和措置の対象となる伸び率設定：２．２４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自然増＋０．５％）

「（参考）」欄の数値は、医療給付費等の伸びがないと仮定し
た場合の数値。

平成29年度については、平成28年度決算額と平成30年度算定値
との間の伸び率の平方根を、平成28年度決算額に乗じたもので
あり、実際の保険料（税）とは異なる。

平成30年度以降の公費拡充分は、全国1,700億円規模のうち
1,500億円を含む。

算定方式：３方式（所得額、被保険者数、世帯数を用いた
　　　　　　　　　算定）

保険料軽減制度・繰越金・基金繰入金・一般会計繰入金につい
ては、平成29年度、平成30年度とも行っていないものとしてい
る。

「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法に
ついて（ガイドライン、平成29年7月現在。）」に基づき、市
町村報告による基礎データ及び平成29年10月23日付け保国発
1023第1号にて国が示した仮係数を用いて、「国保事業費納付
金等算定標準システム」により算定。

＜算定の前提条件＞


